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大口町予防接種一部負担金徴収要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、町が行う予防接種について、予防接種法（昭和２３年法律第

６８号）第２８条の規定に基づき予防接種に要する一部負担金の徴収について必

要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において一部負担金とは、予防接種を受ける者（以下「被接種者」

という。）が負担する当該予防接種に係る薬品費等相当額をいう。 

（対象となる予防接種の種類及び一部負担金の額） 

第３条 町長は、一部負担金を徴収する予防接種の種類及び一部負担金の額につい

て、その予防接種を実施する日の３日前までに告示しなければならない。 

（納付の時期） 

第４条 被接種者は、接種を受ける予防接種に係る一部負担金を、その接種を受け

る医療機関等で納付しなければならない。 

（一部負担金の免除） 

第５条 町長は、前条の規定にかかわらず、接種者が次の各号のいずれかに該当す

るときは、その一部負担金の徴収を免除することができる。 

(1) 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による被保護世帯又は地方

税法（昭和２５年法律第２６６号）の規定による町民税非課税世帯に属する者 

(2) 前号のほか町長が免除の必要があると特に認めた者 

（一部負担金の免除申請） 

第６条 前条の規定による一部負担金の免除を受けようとする者は、大口町予防接

種一部負担金免除申請書（様式第１。以下「申請書」という。）を町長に提出する

ものとする。 

（一部負担金の免除の可否） 

第７条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに審査し、大口町予防接

種一部負担金免除決定通知書（様式第２。以下「決定通知書」という。）により、



- 2 - 

申請者に通知しなければならない。 

２ 医療機関等は、被接種者から前項に規定する決定通知書を受理したときは、一

部負担金を徴収しないものとする。 

（その他必要事項） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、予防接種の一部負担金の徴収について必要

な事項は、町長が定める。 

附 則（平成１３年１１月２６日 大口町告示第８３号） 

この要綱は、告示の日から施行する。 

附 則（平成１８年１０月３１日 大口町告示第１０４号） 

この要綱は、平成１８年１１月１日から施行する。 

附 則（平成２３年１１月７日 大口町告示第７７号） 

この要綱は、告示の日から施行し、平成２３年１１月１日から適用する。 

附 則（平成２５年１１月２９日 大口町告示第１１２号） 

この要綱は、告示の日から施行し、平成２５年１１月１日から適用する。 

附 則（平成２６年９月２６日 大口町告示第７８号） 

この要綱は、告示の日から施行する。 

附 則（令和３年３月３０日 大口町告示第５３号） 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
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 様式第１（第６条関係） 

 

大口町予防接種一部負担金免除申請書 

   年  月  日 

 大口町長      様 

 

（申請者）住 所              

氏 名              

被接種者との続柄         

電話番号             

 

 大口町予防接種一部負担金徴収要綱第６条の規定に基づき、予防接種の一部負担

金の免除を申請します。 

記 

被
接
種
者 

氏  名 生年月日 住  所 

□申請者と同じ 
年 月 日 

□申請者と同じ 

大口町 

 
年 月 日 

□申請者と同じ 

大口町 

予防接種の種類 
 

申  請  額 
 

申請理由 

１ 大口町予防接種一部負担金徴収要綱第５条第１号に該当するため 

２ その他（          ） 

備     考  
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様式第２（第７条関係） 

第     号 

  年  月  日 

 

          様 

 

大口町長        印  

 

大口町予防接種一部負担金免除決定通知書 

 

 先に申請のありました、予防接種一部負担金の免除については、次のとおり決定

しましたので通知します。 

 承認された方は、受診の際この通知書を受診する医療機関等に提出してください。 

記 

１ 

承
認
す
る 

予防接種の種類  

免除する額  

有効期間 年  月  日 ～   年  月  日 

備  考  

２ 

承
認
し
な
い 

（理 由） 

 


